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記 念 講 演 会

演　題 「オバマ就任後の世界情勢と日本の課題」

講　師 村　田　晃　嗣　氏　（むらた　こうじ）
同志社大学法学部教授

講師プロフィール

１９６４年　神戸に生まれる。

１９８７年　同志社大学法学部卒

１９９５年　神戸大学大学院法学研究科博士課程修了。
　　　　　 この間１９９１～９５年米国ジョージ・ワシントン大学留学、ホワイトハ
　　　　　 ウス近くに在住。

１９９５年　広島大学総合科学部専任講師。

１９９６年　読売論壇新人賞・優秀賞受賞。

１９９９年　広島大学総合科学助教授。アメリカ学会清水賞・サントリー学芸賞受賞。

２０００年　同志社大学助教授。

２００５年　同教授



通 常 総 会 次 第

第１部　第２５回　通 常 総 会� １４時３０分

１、開会のことば

２、来賓紹介

３、会長あいさつ

４、議長就任

５、議事録署名人の指名

６、議案の審議
　　　第一号議案　平成２０年度事業報告ならびに決算報告承認について

　　　第二号議案　平成２１年度事業計画案ならびに収支予算案承認について

　　　第三号議案　任期満了に伴う役員改選案承認について

　　　第四号議案　その他

７、法人会功労者表彰・感謝状贈呈

８、ご来賓祝辞

９、新旧会長のあいさつ

10、閉会のことば� １５時４０分

第２部　記 念 講 演 会� １５時４５分



－１－ －２－ －３－ －４－

第１号議案

平成２０年度事業報告並びに収支決算報告承認について

自：平成２０年４月　１日
至：平成２１年３月３１日

平成２０年度事業報告

Ⅰ、概　　要

　　　　『われわれ法人会は、「健全な経営者の団体」「よき経営者をめざすものの団

体」として、「税に関する活動」を中心に広く「社会への貢献活動」を展開し、

「行動する法人会」』を目指して行動して参りました。

　　　　この事業達成のため、税務ご当局並びに税理士会武雄支部の皆様の温かいご支

援とご指導をいただきました。また、役員各位並びに会員皆さまの深いご理解と

心温たまるご協力により、平成２０年度の事業活動を滞りなく遂行することがで

きました。

Ⅱ、各種事業活動報告

　１、会員増強について

　　　　本会は、未加入会員の加入促進を図るため、加入率６５％を目標に平成２０年

９月から１２月までの４ヶ月を会員増強期間と定め推進を図りました。昨年後半

には米国発サブプライムローンの問題で厳しい経済状況となった中、平成２０月

１２月末現在における会員の加入状況は、所管法人数２､１７７社に対し、会員数

は１､３６０社、加入率は６２.５％となり、目標に対する達成率９８.６％にとどま

る結果となりました。目標にはとどきませんでしたが、今後も会員増強の取組み

姿勢や具体策の甘さを反省し、会員の増強は本会の最重要課題であるとの認識の

下、脱会防止に努めながら、組織力強化を図るため会員増強を推進してまいりま

した。

　　　　なお、県内法人会における平均加入率は５５.２％、前年比－２.４ポイント、

全国法人会における平均加入率は４９.３％、前年比－１.７ポイントとなりました。

２、支部組織の充実について

　　　　会員増強や地域に密着した活動を展開するためには本会活動の要である支部組

織の充実強化は不可欠であり、そのため各支部では、役員会等を積極的に開催す

る中で、地区の企業情報を集めて会員勧奨に支部を挙げて推進されました。

　　　　支部活動の一環としての支部研修会は、一般企業を含めた研修会を積極的に開

催され、会員間の親睦が図られました。

３、青年部会・女性部会の活動

　　　　青年部会・女性部会は会員の増強はもとより、主要事業である地域社会貢献へ

も積極的に参画され、自主的に活動を推進しました。また、他法人会との交流も

率先して行動されました。一方では、親会の事業活動の支援参加を推進されるな

ど、法人会活動と部会の発展・充実に努めました｡

　　　　特に青年部会は、福岡局連代表として「全国青年の集い長崎大会」において「租

税教育」活動実施状況について事例発表を行い、相当の成果を挙げました。これ

を機に「租税教育」活動の重要性に鑑み、小中学生を対象とした租税教室を継続

的事業として取り組みを始めました。

　　　　一方、女性部会においては、毎年開催される「全国法人会女性フォーラム」、

他法人会女性部会との交流会などに積極的に参加されるなど自己研さんに努めら

れました。

　　　　また、本会の継続事業である「愛の献血運動」についても、計画立案はもとよ

り、実施に至るまで、青年部会・女性部会がリーダーシップを発揮して積極的に

運営され、社会貢献活動の中心的な役割を担っています。

４、研修活動の充実強化

　　　　研修活動は会員の自己啓発を支援するための最重要事業であり、経済の構造変

化やＩＴ化の進展により多様化する会員のニーズを的確に把握して、研修内容の

充実を図るとともに、親会研修を柱として、支部・部会研修を効果的に行うため

各種テキストを活用するなど、研修参加人員の拡充を図りました。なお、税法・

税務関係研修については、法人会の根幹となる研修事業であることから、特に支

部研修会においては一般企業も参加を促しての研修会を実施しました。　

　　　　一方、税務当局との共催で「決算法人説明会」を年４回、「新設法人説明会」

を年１回開催し、研修事業の強化に努めました。

　　　　また、研修会等を通じて引き続き「消費税期限内納付推進運動」ならびに新規

事業者に対する「消費税申告一声運動」の啓蒙を機会あるごとに推進いたしまし

た。これらの研修会などを年４３回実施し、延べ出席者数は２､２２０名の実績と

なりました。

５、税制改正要望について

　　　　国・地方自治体は「聖域なき行財政改革」を着実に実行し、社会保障制度を再

構築し、国民に安心感と信頼を回復させることが急務である。また、税制改正に

あたっては、地域経済の担い手である中小企業の活性化に資する税制の実現に十

分に配慮し、努力したものが報われる税制を目指して、要望活動を展開しました。

　　　　また、全法連理事会で採択された「平成２１年度税制改正要望事項」を平成

２０年１１月１１日に武雄、鹿島、嬉野の各地方自治体の首長、議会議長殿に対

してそれぞれ陳情活動を行い、併せて法人会への理解と協力を要請しました。

６．福利厚生関係

　　　　会員企業の保険に対する意識の変化やコンプライアンスの強化により、法人会

の福利厚生制度を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いていることを反映

して、前年度より契約企業が減少した。今後とも、厚生委員は勿論のこと、会員

各位のご理解とご協力を頂きながら、引き続き取扱い三社と連携を一層強化し、

福利厚生制度の円滑な運営を目指した推進活動を行うなど、重点推進制度を中心

とした活動を展開するとともに、財政基盤の安定化に努めながら、取扱会社が実

施する推進策等に積極的に協力し、福利厚生制度の増強に努めて参りました。

　　　　本会役員ならびに青年・女性部会の協力を仰ぎ積極的に推進を図りました結果、

大型総合保障制度の加入率は本会会員の３８.４％となり、ガン保険につきまし

ては１４.８％の実績になりました。

７．社会貢献活動関係

　　　　会員企業の繁栄や納税意識の向上をめざすことは勿論のこと、より地域社会に

貢献することのできる団体であるために、法人会活動の大きな柱として「地域社

会貢献活動」を展開しました。

　　　　平成１０年度からスタートした「地域社会貢献活動」は１１年目を迎え、当法

人会は青年部会・女性部会を中心として積極的に運動の企画・立案を行い、平成

２０年度も武雄市・鹿島市・嬉野市の３地区で会員企業、一般の方を対象に「愛

の献血運動」を実施し、過去最高の４１９名の協力をいただきました。

８．関係機関との連携とｅ-Ｔａｘの利用促進

　　　　税務当局とは、税務知識のさらなる向上と申告納税制度の推進、および消費税

期限内納付推進運動の実施のほか、各受託会社とも常時連携を密にして、事業の

円滑な運営に努めて参りました。

　　　　また、会員企業のＩＴ化によるその利便性を享受するため各種会議、研修会に

おいてｅ-Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）利用の推進に努めてまいりま

した。現在、会員企業のｅ-Ｔａｘ利用は約５０％、そのうち役員企業について

は約７０％の利用となりました。

９．諸会議関係

　　　通常総会、役員会、委員会等の開催状況は別紙の通りです。

10．その他

　　　　平成２０年度も法人会全国会員大会、税制改正要望大会、局連会員大会、全国

青年の集い長崎大会、女性フォーラムのほか、法人会活動研究セミナーにも会員

の自己研さんを図りながら他法人会の活動状況を把握するため積極的に参加しま

した。

　　　　今後とも、関係機関ならびに会員各位のご理解と絶大なるご支援、ご協力を賜

りながら、新公益法人へ向け、自覚と自負をもって「法人会の基本的指針」に沿

い、よき経営者をめざすものの団体として、企業と社会の健全な発展と更なる幅

広い社会貢献に努め、法人会としての事業活動の活性化を図って参りました。な

お、今期の事業活動の結果、公益事業費割合６０.８９％、内部留保割合１７.８２

％となりました。


